
（平成２４年３月14日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 7 件

国民年金関係 2 件

厚生年金関係 5 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 17 件

国民年金関係 9 件

厚生年金関係 8 件

年金記録確認千葉地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



 

千葉国民年金 事案 4159 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 50 年１月から同年３月までの期間及

び 51 年７月から同年 12 月までの期間の国民年金保険料については、納付

していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 49 年１月から 50 年３月まで 

             ② 昭和 51 年７月から 56 年 12 月まで 

    私は、厚生年金保険の適用の無い税務会計事務所に勤めていた期間、

国民年金保険料を納付していたが、申立期間が未納とされている。申立

期間に係る保険料を納付していたことを示す「給与所得に対する所得税

源泉徴収簿」（以下「源泉徴収簿」という。）及び「給与所得者の保険

料控除申告書」（以下「控除申告書」という。）を提出するので申立期

間を納付済期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①のうち、昭和 50 年１月から同年３月までの期間及び申立期

間②のうち、51 年７月から同年 12 月までの期間については、特殊台帳に

おいて、申立人は、当該期間に接する 50 年４月から 51 年６月までの国民

年金保険料を納付していることが確認できるところ、申立人から提出され

た 50 年分、51 年分の源泉徴収簿及び控除申告書には、国民年金保険料の

控除額が記載されており、その金額は 50 年１月から 51 年 12 月までの当

時の保険料額に一致している。 

   一方、申立期間①のうち、昭和 49 年１月から同年 12 月までの期間につ

いては、49 年分の源泉徴収簿及び控除申告書には、保険料の控除額が記

載されていない上、Ａ市の国民年金被保険者名簿及び特殊台帳には、当該

期間の保険料は未納とされており、ほかに納付していた形跡は見当たらな

い。 



 

   また、申立期間②のうち、昭和 52 年１月から 56 年 12 月までの期間に

ついては、53 年分の源泉徴収簿及び控除申告書には当時の保険料の控除

額が記載されていない上、そのほかの期間については、保険料の控除額は

記載されているものの、特殊台帳には、申立人が 52 年４月にＢ市を転出

したこと、及び 58 年２月に不在被保険者として確認されていることが記

載されており、オンライン記録では平成 20 年６月にＢ市からＣ市への住

所変更を行っていることが確認できることから、申立人は昭和 52 年４月

以降、国民年金被保険者の住所変更手続を行っていなかったことが推認で

き、保険料を納付することができなかったものと考えられる。このことか

ら、当該期間に係る源泉徴収簿及び控除申告書に記載された保険料の控除

額は、当時の保険料の納付状況を反映したものとは考え難く、保険料を納

付していたと推認することはできない。 

   さらに、昭和 51 年分、52 年分の源泉徴収簿及び控除申告書の住所欄に

は、Ｄ市の住所が記載されていることから、申立人はＢ市を転出した後、

Ｄ市に転入したものと考えられるが、オンラインシステムによる氏名検索

及び国民年金手帳記号番号払出簿検索システムによる縦覧調査の結果、Ｄ

市において、別の国民年金手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせ

る事情は見当たらない。 

   加えて、源泉徴収簿及び控除申告書のほかに、申立人が申立期間①のう

ち、昭和 49 年１月から同年 12 月までの期間及び申立期間②のうち、52

年１月から 56 年 12 月までの期間の保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿等）は無く、ほかに当該期間の保険料を納付していたことを

うかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 50 年１月から同年３月までの期間及び 51 年７月から同年 12 月まで

の期間の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



 

千葉国民年金 事案 4160 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 37 年４月から 39 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正３年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 37 年４月から 39 年３月まで 

    私は、以前、Ａ市の国民年金担当課及びＢ年金事務所に国民年金制度

発足当初から国民年金保険料を納付していたことを説明したが、聞き入

れてもらえなかった。昨年、同年金事務所から別の国民年金手帳記号番

号が見つかり、一部の納付記録が確認できたと回答を受けたが、申立期

間の納付記録は確認できなかった。申立期間についてもきちんと納付し

ており、夫は納付済みとなっているのに、私だけ未納とされていること

は納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   平成 23 年 12 月 20 日付けでＢ年金事務所が申立人に対して回答した

「年金加入記録回答票にかかる国民年金調査の結果」によると、調査にお

いて、申立人の基礎年金番号とは別の国民年金手帳記号番号が判明し、申

立期間直前の昭和 36 年６月から 37 年３月までの国民年金保険料の納付記

録が確認されている。 

   また、当該手帳記号番号は、国民年金手帳記号番号払出簿検索システム

による縦覧調査の結果、昭和 36 年５月にＣ社会保険事務所（当時）から

Ｃ市に払い出された手帳記号番号の一つであることが確認できるところ、

その特殊台帳によれば、申立人は当該手帳記号番号によりＤ市で国民年金

被保険者の資格を取得し、37 年５月にＡ市に転出した際の住所変更手続

を行っていることが確認できることから、申立期間の保険料は、当該手帳

記号番号により現年度納付することが可能である。 

   さらに、申立人は申立期間以降、前納制度を利用するなど長期間にわた



 

り保険料を納付しており、納付意識の高さが認められる上、申立期間直前

の保険料は納付していること、及び申立期間は 24 か月と比較的短期間で

あることを考え合わせると、申立人は申立期間の保険料を納付していたと

考えても特段不自然ではない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



 

千葉厚生年金 事案 4506 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が

主張する標準報酬月額であったと認められることから、申立期間の標準報

酬月額の記録を 53 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 23 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成７年７月１日から９年１月 31 日まで 

    私は、Ａ社に勤務していた期間に係る標準報酬月額は 53 万円だった

が、平成７年７月から８年９月までは 30 万円、同年 10 月から同年 12

月までは 28 万円と記録されている。給与が引き下げられた事実は無い

ので標準報酬月額が低く設定されていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録において、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、当

初、平成７年７月から８年 12 月までは申立人が主張する 53 万円と記録さ

れていたところ、Ａ社が解散を理由に厚生年金保険の適用事業所でなくな

った９年１月 31 日より後の同年２月５日付けで、遡及して６年 10 月１日、

７年 10 月１日及び８年 10 月１日の定時決定時の標準報酬月額 53 万円を

取り消し、７年７月から８年９月までは 30 万円、同年 10 月から同年 12

月までは 28 万円に減額訂正されていることが確認できる。 

   また、オンライン記録において、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所でな

くなった日に資格喪失している９人のうち、申立人を除く事業主及び元同

僚５人の計６人の標準報酬月額が申立人と同様に平成９年２月５日付けで

遡及して減額訂正されていることが確認できる。 

   さらに、申立人は、当該事業所の閉鎖登記簿謄本において取締役である

ことが確認できるが、事業主は、「申立人は、名前だけの役員であり、標

準報酬月額の訂正には関与しておらず、報酬も引き下げていない。」と回

答している上、元同僚は、「申立人は役員であったが、標準報酬月額の訂

正には関与していない。」と供述していることから、申立人は当該遡及訂



 

正処理には関与していないと認められる。 

   これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、当該遡及訂正

処理を行う合理的な理由は見当たらず、当該遡及訂正記録は有効なものと

は認められないことから、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業

主が社会保険事務所に当初届け出たとおり、53 万円に訂正することが必

要である。 



 

千葉厚生年金 事案 4507 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、平成３年９月 16 日から 10 年 10 月１日までの期間に

ついては、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、

申立人が主張する標準報酬月額であったと認められることから、当該期間

の標準報酬月額の記録を３年９月から６年 10 月までは 53 万円、同年 11

月から 10 年９月までは 59 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年９月 16 日から 11 年５月１日まで 

    私は、平成３年９月から 11 年４月までの間、Ａ社に勤めていたが、

ねんきん特別便によると申立期間の標準報酬月額が９万 2,000 円となっ

ており、実際の給与と相違している。６年５月、同年６月及び同年７月

分の給与一覧表を提出するので、厚生年金保険被保険者記録を訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間のうち、平成３年９月 16 日から 10 年 10 月１日までの期間

に係る標準報酬月額については、オンライン記録において、当初、３年

９月から６年 10 月までは 53 万円（上限）、同年 11 月から 10 年９月ま

では 59 万円（上限）と記録されていたところ、同年２月 13 日付けで、

４年から９年までの定時決定を取り消し、４年 10 月１日に遡って９万

2,000 円に減額訂正されていることが確認できる上、12 年３月６日付け

で、資格取得時（３年９月 16 日）の標準報酬月額（53 万円）、４年８

月１日の随時改定（53 万円）、４年から 10 年までの定時決定（上記遡

及減額訂正によりいずれも９万 2,000 円）を取り消し、資格取得時に遡

って９万 2,000 円に減額訂正されていることが確認できる。 

    また、オンライン記録において、上記２回にわたる遡及減額訂正は、

代表取締役である事業主及び取締役であるその妻についても行われてい

ることが確認できる。 



 

    さらに、申立人から提出されたＡ社の給与一覧表により、平成６年５

月から同年７月まで、申立人に 121 万円の給与が支給されていることが

確認でき、上記遡及減額訂正は事実に即した処理であったとは認められ

ない。 

    加えて、申立人は、当該事業所の閉鎖事項全部証明書により、平成

10 年５月 29 日まで取締役であったことが確認できるが、元事業主は、

「申立人はＢ（業務）担当であった。遡及訂正については、経営状態が

悪くなり、私が社会保険事務所に相談して、代表者印を持参して自身の

標準報酬月額を２回遡及減額訂正する手続をした記憶がある｡」と回答

しており、申立人は、上記２回にわたる遡及減額訂正処理には関与して

いないと認められる。 

    これらを総合的に判断すると、当該遡及訂正処理は事実に即したもの

とは考え難く、社会保険事務所において、このような処理を行う合理的

な理由は見当たらず、当該遡及訂正後の記録は有効なものとは認められ

ないことから、申立期間のうち、平成３年９月から 10 年９月までの標

準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出たとおり、３年９

月から６年 10 月までは 53 万円、同年 11 月から 10 年９月までは 59 万

円に訂正する必要がある。 

 

  ２ 申立期間のうち、平成 10 年 10 月１日から 11 年５月１日までの期間

に係る標準報酬月額については、10 年 10 月１日の定時決定は、第１回

目の遡及訂正から約７か月半後に行われており、記録管理上の不自然さ

も認められない上、当該事業所は、17 年９月＊日に破産宣告を受け、

当該事業所が社会保険事務手続を外注していた社会保険労務士事務所は、

｢申立期間当時の関係資料は無い。｣と回答していることから、申立人の

当該期間における厚生年金保険料控除額について確認できない。 

    このほか、申立人の当該期間における保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

    これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が当該期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 



 

千葉厚生年金 事案 4508 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店

における資格喪失日に係る記録を平成５年９月１日に訂正し、申立期間の

標準報酬月額を 26 万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 45 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成５年８月 31 日から同年９月１日まで 

    私は、平成４年４月１日にＤ社（現在は、Ｅ社）に入社し、同日付け

でＡ社Ｃ支店に配属された。その後、５年９月１日付けでＦ社に異動し

たが、厚生年金保険の加入記録を見ると、Ａ社Ｃ支店における資格喪失

日が同年８月 31 日となっているので、調査の上、正しい記録に訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｇ社（Ｅ社関連会社でＥ社関連会社の人事総務、経理関係等の業務を一

括受託している。）から提出された申立人に係る従業員名簿、Ｈ企業年金

基金から提出されたＡ社Ｃ支店における厚生年金基金加入員資格喪失届及

び雇用保険の加入記録から判断すると、申立人はＡ社に継続して勤務し

（平成５年９月１日にＡ社Ｃ支店からＦ社に異動）、申立期間に係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ支店におけ

る平成５年７月の社会保険事務所（当時）の記録から、26 万円とするこ

とが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、事業主は不明としているが、これを確認できる関連

資料及び周辺事情は無く、事業主が平成５年９月１日と届け出たにもかか



 

わらず、社会保険事務所がこれを同年８月 31 日と誤って記録することは

考え難いことから、事業主が同日を厚生年金保険の資格喪失日として届け、

その結果、社会保険事務所は、申立人に係る申立期間の保険料について納

入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、

その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合

を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 



 

千葉厚生年金 事案 4509 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）におけ

る資格喪失日に係る記録を昭和 51 年４月１日に訂正し、申立期間の標準

報酬月額を 16 万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51 年３月 31 日から同年４月１日まで 

    私は、昭和 36 年４月１日にＣ社に入社し、平成 17 年８月１日にＤ社

を退社するまで継続して勤務したが、昭和 51 年４月１日にＡ社からＥ

社Ｆ工場に異動した際、Ａ社の資格喪失日が同年３月 31 日と記録され

ており、厚生年金保険の同年３月分の被保険者記録が無いことに納得で

きない。 

（注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出された「人事台帳 個人情報照会（退職者）」及びＢ社

から提出された「人事データ」から判断すると、申立人がＡ社に継続して

勤務し（昭和 51 年４月１日にＡ社からＥ社Ｆ工場に異動）、申立期間に

係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認めら

れる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和

51 年２月の社会保険事務所（当時）の記録から、16 万円とすることが妥

当である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、事業主が申立人の資格喪失日を昭和 51 年４月１日



 

として届け出たにもかかわらず、社会保険事務所がこれを同年３月 31 日

と誤って記録することは考え難いことから、事業主は申立人の資格喪失日

を同日と届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年３月の保

険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を

行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料

を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 



 

千葉厚生年金 事案 4510 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者の資格喪失日は、平成９年

４月１日であると認められることから、申立期間の資格喪失日に係る記録

を訂正することが必要である。 

   なお、平成９年３月の標準報酬月額については、59 万円とすることが

妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成９年３月 31 日から同年４月１日まで 

    私は、Ａ社に平成９年３月末日まで勤務していたが、年金事務所から

資格喪失日の記録が遡及訂正されている旨の連絡を受けた。私は、同社

のＢ（役職）をしていたが、訂正処理が行われたとされる同年９月には、

同社と関連の無い別の会社に勤務しており、遡及訂正されていることを

知らなかったので、正しい記録に戻してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録において、申立人のＡ社における申立期間に係る厚生年

金保険の被保険者資格喪失日は、当初、平成９年４月１日と記録されてい

たところ、当該事業所が厚生年金保険の適用事業所でなくなった同年４月

１日より後の同年９月 10 日付けで、同年３月 31 日に遡って訂正されてい

ることが確認できる。 

   また、雇用保険の加入記録により、申立人が申立期間において当該事業

所に継続して勤務していたことが確認できる上、Ｃ厚生年金基金の加入員

記録によれば、当該事業所における申立人の資格喪失日は平成９年４月１

日と記録されている。 

   さらに、当該事業所の商業登記簿謄本により、申立人は申立期間及び当

該遡及訂正処理が行われた当時、役員でなかったことが確認できることか

ら、申立人が当該遡及訂正処理に関与していたとは考え難い。 

   これらを総合的に判断すると、平成９年９月 10 日付けで行われた遡及



 

訂正処理は事実に即したものとは考え難く、社会保険事務所（当時）にお

いて、申立人について同年３月 31 日に遡って資格喪失日の訂正処理を行

う合理的な理由は見当たらず、当該喪失処理に係る記録は有効なものとは

認められないことから、申立人の申立期間に係る資格喪失日は、事業主が

社会保険事務所に当初届け出た同年４月１日に訂正することが必要である。 

   なお、申立期間に係る標準報酬月額については、申立人のＡ社における

平成９年２月のオンライン記録から 59 万円とすることが妥当である。 



 

千葉国民年金 事案 4161 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 45 年９月から 53 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45 年９月から 53 年３月まで 

    私は、申立期間当時から家業の店で働いていたが、父が私の国民年金

の加入手続を行い、国民年金保険料は納税組合を通じて納付してくれて

いた。申立期間について、両親が納付済みなのに、私は未納となってい

るので納付記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立人の父が申立人の国民年金の加入手続を行い、昭和 45

年９月から国民年金保険料は納税組合を通じて納付してくれていたと主張

するところ、Ａ市の国民年金被保険者名簿の受付年月日記録及び申立人の

国民年金手帳記号番号の前後の任意加入者の資格取得日から、申立人の国

民年金の加入手続は 53 年８月に行われ、45 年９月に遡って国民年金の被

保険者資格を取得したものと推認できる。 

   また、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号払

出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に別の手帳記号番号が払

い出されていたことをうかがわせる事情は見当たらない上、申立人は申立

人の父が昭和 53 年８月に加入手続を行うまでは国民年金に未加入であり、

加入手続を行った時点において、申立期間は納税組合を通じて保険料を納

付することはできない。 

   さらに、申立人は、申立期間に係る加入手続及び保険料の納付に直接関

与しておらず、申立人の加入手続及び保険料の納付を行ったとする申立人

の父は既に亡くなっているため具体的な納付状況等は不明である上、申立

期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書

等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる

周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

千葉国民年金 事案 4162 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 46 年１月から 50 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46 年１月から 50 年３月まで 

    年金事務所が管理する私の年金記録のうち、申立期間については、親

に勧められて国民年金に加入することになり、父が加入手続及び国民

年金保険料の納付を行ってくれていたので、申立期間が未納とされて

いることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の国民年金手帳記号番号は、国民年金手帳記号番号払出簿により、

昭和 51 年１月 12 日に社会保険事務所（当時）からＡ市に払い出された手

帳記号番号の一つであることが確認できるところ、この払出日時点を基準

にすると、申立期間のうち、48 年９月以前の国民年金保険料は時効によ

り納付することはできない。 

   また、申立人の特殊台帳においても、申立期間は未納とされており、オ

ンライン記録と一致している。 

   さらに、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号

払出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に申立期間の保険料を

納付する前提となる別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる

事情は見当たらない。 

   加えて、申立人は国民年金の加入手続及び保険料の納付に直接関与して

おらず、申立人の加入手続及び保険料の納付を行ったとする申立人の父は

既に亡くなっているため具体的な納付状況等は不明である上、申立期間の

保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無

く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情

も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

千葉国民年金 事案 4163 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 58 年４月から 59 年 10 月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 32 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58 年４月から 59 年 10 月まで 

    私は、昭和 58 年３月に自宅を購入後、自宅に集金人が来たので国民

年金の加入手続を行い、申立期間の国民年金保険料を集金人に納付した。

申立期間が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 58 年４月にＡ市の自宅に集金人が来たので国民年金の

加入手続を行い、申立期間の国民年金保険料を集金人に納付したと申述し

ているところ、オンライン記録では、同市において 60 年２月に申立人に

国民年金手帳記号番号が払い出されているが、同手帳記号番号の被保険者

区分は手番無効者とされ、同年３月に新規取得取消済みと記録されている

ことから、申立人が同手帳記号番号に基づいて申立期間の保険料を納付し

たとは考え難い。 

   また、申立人が昭和 61 年４月から第３号被保険者となるための国民年

金の加入手続を行った際、Ｂ市で新たに別の手帳記号番号が払い出されて

いるが、この払出し時点では、同手帳記号番号で申立期間の大半は時効に

より保険料を納付することはできない。 

   さらに、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号

払出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に申立期間の保険料を

納付する前提となる別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる

事情は見当たらない。 

   加えて、申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

千葉国民年金 事案 4164 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 63 年 12 月から平成元年６月までの国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 40 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 63 年 12 月から平成元年６月まで 

    私は、申立期間当時Ａ区に住んでいたが、平成６年頃に実家のＢ県Ｃ

町に住所変更した後、実家に滞納していた申立期間の国民年金保険料に

係る差押え通知が届いたので、未納の保険料を数回に分けて納付した。

その後、差押え通知は届いていないので、申立期間が未納とされている

ことは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の国民年金保険料を平成６年頃に実家のＢ県Ｃ町で

数回に分けて納付したと申述しているが、オンライン記録によれば、申立

人の厚生年金保険被保険者記号番号が基礎年金番号として９年１月１日に

付番された日以降に、国民年金手帳記号番号が基礎年金番号に統合され、

申立期間の国民年金被保険者資格記録が追加処理されていることから、申

立人が申立期間の保険料を納付したと主張する６年頃は、申立期間は国民

年金に未加入の期間として取り扱われており、制度上、保険料を納付する

ことはできない期間である。 

   また、申立人が納付したとする申立期間の保険料額と実際に必要となる

当時の法定保険料額は相違している上、申立人は、保険料の納付時期の記

憶が明確ではなく、申立期間の納付状況は不明である。 

   さらに、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号

払出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に別の手帳記号番号が

払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   加えて、申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

千葉国民年金 事案 4165 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成５年６月から６年３月までの国民年金保険料については、

追納していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 48 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成５年６月から６年３月まで 

    私の申立期間の国民年金保険料は、当時、学生であったため、免除申

請を行っていたが、その後、私又は母がＡ市役所において一括で追納し

たはずであり、申請免除期間のままとされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申請免除されていた申立期間の国民年金保険料を申立人又は

申立人の母がＡ市役所で追納したと主張している。 

   しかし、申請免除期間の保険料を追納するためには、追納申出の手続を

行った上で、社会保険事務所（当時）において納付書の発行を受けなけれ

ばならないが、オンライン記録において、申立人の申立期間について追納

申出を行った記録は無く、追納のための納付書が発行された形跡も見当た

らない。 

   また、申立期間の保険料をＡ市役所で追納することはできないことから、

申立人の主張と相違している。 

   さらに、申立期間の保険料を追納したことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を追納していたことをうか

がわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を追納していたものと認め

ることはできない。 



 

千葉国民年金 事案 4166 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 40 年 11 月から 45 年４月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40 年 11 月から 45 年４月まで 

    私の母が私の国民年金の加入手続を行い、申立期間の国民年金保険料

を納付してくれたはずであり、申立期間が未加入とされていることは納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立人の母が国民年金の加入手続を行い、申立期間の国民年

金保険料を納付したと主張しているが、申立人の国民年金手帳記号番号は、

昭和 46 年８月 30 日に社会保険事務所（当時）からＡ市に払い出された手

帳記号番号の一つであり、前後の任意加入者の資格取得日から、申立人の

加入手続は同年９月頃に行われたことが推認できることから、申立人の主

張と相違する。 

   また、特殊台帳によれば、申立人の国民年金被保険者資格取得日は昭和

46 年９月１日と記録されており、オンライン記録とも一致することから、

申立期間は国民年金に未加入の期間であり、制度上、保険料を納付するこ

とはできない期間である。 

   なお、申立人には婚姻後、Ｂ市において別の手帳記号番号が払い出され

ているところ、同手帳記号番号は、昭和 51 年 12 月１日に社会保険事務所

から同市に払い出された手帳記号番号の一つであり、この時点では、同手

帳記号番号で申立期間の保険料は時効により納付することはできない上、

同手帳記号番号は、Ａ市で払い出された手帳記号番号に 58 年１月に統合

され、取り消されたことが特殊台帳に記録されている。 

   さらに、申立人は申立期間に係る加入手続及び保険料の納付に直接関与

しておらず、加入手続及び保険料の納付を行ったとする申立人の母は既に



 

亡くなっており、申立期間に係る加入手続及び保険料の納付状況は不明で

ある。 

   加えて、申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

千葉国民年金 事案 4167 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 60 年３月から平成５年９月までの国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 40 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 60 年３月から平成５年９月まで 

    私は、時期ははっきりしないが、申立期間のうち６か月分以上の国民

年金保険料をＡ市役所の中にある金融機関窓口で納付した。申立期間

が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間に係る国民年金保険料は３か月分ずつ市役所内の金

融機関で複数回納付したと述べているが、申立人の所持する年金手帳の国

民年金手帳記号番号欄には、「Ｂ」と記載されていることから、申立人の

国民年金手帳記号番号は、平成８年２月に開設されたＣ社会保険事務所

（当時）から払い出されたことが確認でき、加入手続は同年２月以降に行

われたものと推認されることから、同年２月を基準にすると、申立期間は

時効により保険料を納付することができない期間である。 

   また、オンラインシステムにおいて申立人の氏名の読み方及び漢字表記

を変えて氏名検索を行い、併せて国民年金手帳記号番号払出簿検索システ

ムにより縦覧調査を行ったが、申立人に別の手帳記号番号が払い出された

ことをうかがわせる事情は見当たらない上、申立人は国民年金の加入手続

に直接関与しておらず、関与したとする申立人の母は加入手続の詳細につ

いて定かな記憶は無いと述べており、具体的な加入手続の状況は不明であ

る。 

   さらに、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

千葉国民年金 事案 4168（事案 3479 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 63 年４月から平成２年９月までの国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 38 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 63 年４月から平成２年９月まで 

    私は、Ａ国から帰国した平成２年７月 20 日に、当時、母が国民年金

保険料は２年前まで遡って納付できることを確認していたので、母と一

緒に納付手続のためＢ市役所に行った。同市役所の国民年金課窓口に年

金手帳と納付書を持参して、時効になっていない申立期間の保険料 23

万 8,800 円を市役所内の銀行で母に納付してもらったはずであり、申立

期間が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が前回申し立てた昭和 63 年１月から平成２年９月までの期間及

び３年６月から４年 10 月までの期間については、ⅰ）申立人は、申立人

の母と市役所に行き、国民年金保険料の納付書を受け取り、保険料を納付

したと主張するところ、申立人の所持する手帳の２年７月 20 日及び３年

11 月 26 日の欄に市役所に行ったことが記載されていることは確認できる

が、２年７月 20 日時点において、昭和 63 年１月から同年３月までの保険

料は時効により納付することができないこと、ⅱ）申立人が市役所に行き

納付書を受け取ったとする平成３年 11 月 26 日において、４年４月から同

年 10 月までの期間は新年度であるため、旧年度中に新年度の納付書が作

成されることは通常の事務処理では考えられないこと、ⅲ）保険料を納付

していたことを示す関連資料は無く、ほかに保険料を納付していたことを

うかがわせる事情は見当たらないことなどを理由として、既に当委員会の

決定に基づき 23 年４月 27 日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通

知が行われている。 

   今回、申立人は、前回の申立期間のうち昭和 63 年４月から平成２年９



 

月までの期間について、前回の申立書では具体的な記述が不十分であった

として、同年７月 20 日において、時効になっていない期間の保険料を申

立人の母がＢ市役所内の銀行で納付したと主張し、前回の申立てに添付し

た資料を改めて提出している。 

   しかし、申立人が申立期間の保険料を納付したことを示す資料として提

出した手帳の平成２年７月 20 日欄には、「市役所 visa 手続き」という記

載のほかに申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる記載は無

く、当該手帳の記載により、申立期間の保険料を納付していたと推認する

ことは困難である。 

   また、申立人の父は、申立期間当時、申立人の保険料の納付に携わって

おらず、納付状況については不明であると述べている上、そのほかに当委

員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、申立

人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできな

い。 



 

千葉国民年金 事案 4169（事案 3390 及び 3915 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 60 年４月から 63 年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 39 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 60 年４月から 63 年９月まで 

    私は、高校卒業後、Ａ（資格）を取得するために資格学校へ１年半通

学した後、昭和 59 年９月に母が国民年金の加入手続を行った。卒業後

就職したＢ社に勤務した初めの期間は国民年金保険料を納付し、会社が

厚生年金保険に適用された以降は厚生年金保険に加入した。同年９月か

ら 60 年３月までの国民年金保険料は、母がＣ銀行Ｄ支店（当時）で納

付してくれた。その後、同年４月からは、銀行の勧めで口座振替により

保険料を納付したはずである。申立期間については両親が納付済みとな

っており、自分だけが未納とされていることは考えられないので、前回

の審議結果には納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る申立てについては、ⅰ）申立人は、申立期間の国民年金

保険料を口座振替により納付したと申述しているところ、申立人から提出

された昭和 59 年度から 62 年度までの国民年金保険料納入通知書において、

申立期間に係る保険料が納付されていたことは確認できない上、口座振替

の申込手続が完了している場合は、次年度以降の納付通知書が送付される

ことは無いこと、ⅱ）申立人が勤務していたＢ社の元同僚の国民年金の加

入状況及び保険料の納付状況からは、申立人が申立期間の保険料を納付し

ていたと推認することは困難であることなどを理由として、既に当委員会

の決定に基づき平成 23 年３月 25 日付けで年金記録の訂正は必要でないと

する通知が行われている。 

   また、前回の再申立てについては、ⅰ）申立人は資料として昭和 60 年

度から 62 年度までの前納分及び各月分の国民年金保険料納入通知書を提



 

出しているが、当該納入通知書には領収印は押されておらず、申立期間に

係る保険料が納付されたことは確認できないこと、ⅱ）申立人は申立期間

の保険料は、口座振替により納付したと主張しているが、Ｅ市役所は、申

立人から提出された 60 年度から 62 年度までの国民年金保険料納入通知書

は、口座振替用ではなく、納付書として使用するものであり、申立人の保

険料の納付方法については、口座振替が平成８年４月に開始され、13 年

１月に終了との記録が残っている旨回答しており、申立期間の保険料を口

座振替により納付したと推認できる事情は見当たらないこと、ⅲ）オンラ

イン記録において、昭和 63 年 10 月６日付けの過年度保険料の納付書発行

履歴が確認できることから、申立期間は当該過年度納付書が発行されるま

で未納であったことがうかがえることなどを理由として、既に当委員会の

決定に基づき平成 23 年 11 月２日付けで年金記録の訂正は必要でないとす

る通知が行われている。 

   今回、申立人からは、保険料を納付していたことを示す新たな資料の提

出は無く、前回の申立てと同趣旨の主張であるため、これは当委員会の当

初の決定を変更すべき新たな事情とは認められず、そのほかに当委員会の

当初の決定を変更すべき新たな事情も見当たらないことから、申立人は、

申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



 

千葉厚生年金 事案 4511 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 19 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 40 年９月頃から 41 年３月 30 日まで 

    私は、昭和 40 年９月から 41 年３月頃まで、Ａ社にＢ（職種）として

勤務していたが、この間の厚生年金保険被保険者の記録が無い。調査の

上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   複数の元同僚の証言から判断すると、勤務期間は特定できないものの、

申立人がＡ社に勤務していたことは推認できる。 

   しかし、事業主代理人は、「Ｂ（職種）の場合、すぐに正社員にするこ

とはなく、試用期間があった。」と回答している。 

   また、元同僚の一人は、「私は、当初、Ｃ協会から派遣されていたが、

Ｄ（役職）から勧められて、正社員になった。試用期間があった。」と供

述している上、申立人が当該事業所を同じ日に退職したと供述している別

の元同僚は、当該事業所における厚生年金保険の加入記録が無い。 

   さらに、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、

申立人の氏名は無く、健康保険の整理番号に欠番は無い。 

   加えて、当該事業所は、昭和 46 年 10 月１日に厚生年金保険の適用事業

所でなくなっており、人事記録及び賃金台帳等の関係資料の所在が不明で

ある上、事業主代理人は、｢当時社会保険や給与計算を担当していた者は、

既に死亡しているため当時のことは分からない。｣と回答していることか

ら、申立人の申立期間における保険料の控除について確認できない。 

   このほか、申立人の申立期間における保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

千葉厚生年金 事案 4512 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 55年５月１日から平成 12年６月１日まで 

    私が昭和 55年５月から平成 12年５月まで勤務していたＡ社における

標準報酬月額の記録について、給与額が照合できる資料は無いが、私の

記憶する給与額と相違しているので調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間のうち、昭和 55年５月１日から平成 11年１月１日までの期

間については、当該事業所は、「平成 11 年より前の賃金台帳等の関係

資料は既に廃棄している。」と回答していることから、10 年 12 月以前

の報酬月額及び厚生年金保険料控除額について確認できない。 

    また、申立期間当時、当該事業所において社会保険関係事務を担当し

ていた元同僚二人は、「自分の厚生年金保険の標準報酬月額の記録につ

いては正しいと思う。顧問の社会保険労務士の指導とチェックがあった

ので、手続に誤りは無かったはずである。」と供述しているところ、申

立人に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票の標準報酬月額欄に遡及

訂正等の形跡は認められず、オンライン記録と一致する。 

    このほか、当該期間において、申立人が主張する標準報酬月額に基づ

く保険料の控除について確認できる関係資料及び周辺事情は見当たらな

い。 

 

  ２ 申立期間のうち、平成 11年１月１日から 12年６月１日までの期間に

ついては、申立人は、「Ａ社に勤務していた申立期間の給与について、

記憶している範囲では、平成 10 年は月給 60 万円、11 年は月給 61 万円



 

が支給されていた。」と申し立てているところ、厚生年金保険の保険給

付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」という。）

に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及

び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保

険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内

であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定す

ることとなる。 

    したがって、当該事業所から提出された給与台帳で確認できる平成

11 年１月から 12 年５月までの期間に係る各月の支給総額は、約 44 万

円から 46 万円の範囲内であり、申立人の記憶と異なる上、同台帳の支

給総額又は保険料控除額に見合う標準報酬月額のいずれか低い方の額は、

オンライン記録の標準報酬月額と同額又は下回る額であることが確認で

きることから、特例法による保険給付の対象に当たらない。 

    また、平成 10年 10月及び 11年 10月の定時決定に係る当該事業所か

ら提出された健康保険厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書による

と、両年とも標準報酬月額は 47 万円であり、オンライン記録と一致す

る上、上記給与台帳により、同年 10 月の定時決定の基準月（５月、６

月、７月）における平均報酬月額は 46万 56円であり、これに見合う標

準報酬月額は 47万円であることが確認できる。 

    さらに、申立人の退職時の雇用保険被保険者離職証明書の「賃金額」

欄により、賃金額は、平成 11 年 11 月から 12 年３月までは「440,600

円」、12年４月及び同年５月は「438,016円」であることが確認でき、

給与台帳と一致している。 

    このほか、当該期間において、申立人が主張する標準報酬月額に基づ

く保険料の控除について確認できる関係資料及び周辺事情は見当たらな

い。 

 

  ３ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 



 

千葉厚生年金 事案 4513 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 55 年２月１日から同年４月１日まで 

    私は、昭和 54 年 11 月１日から 55 年５月末日までＡ社にＢ（職種）

として勤務したが、採用後３か月間の試用期間が終了した同年２月１日

から厚生年金保険に加入しているはずなのに、申立期間の厚生年金保険

被保険者記録が欠落していることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、「昭和 54 年 11 月１日からＡ社でＢ（職種）として勤務して

おり、採用後３か月間の試用期間が終了した 55 年２月１日から厚生年金

保険に加入しているはずであり、申立期間の厚生年金保険被保険者記録が

欠落していることは納得できない。」と主張している。 

   しかし、当該事業所の元事業主は、「申立人は短期間の勤務であり、申

立期間当時、厚生年金保険の事務手続に誤りは無かったので、国の記録ど

おりである。」と回答している。 

   また、申立期間当時勤務していた複数の同僚は、「申立人を覚えている

が、勤務期間は覚えていない。」と供述しており、申立人の勤務期間を特

定することができない。 

   さらに、当該事業所の健康保険厚生年金保険被保険者原票において、申

立期間に申立人の氏名は無く、健康保険の整理番号に欠番は無い。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

千葉厚生年金 事案 4514 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間について、厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の

訂正を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成２年 11 月１日から４年９月 30 日まで 

    私は、Ａ社の役員であったが、申立期間の標準報酬月額が、実際の給

与額に見合った標準報酬月額になっていないので、正しい標準報酬月額

に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人がＢ（役職）を務めていたＡ社は、平成４年９月 30 日に厚生年

金保険の適用事業所ではなくなっており、同年 11 月 24 日付けで申立人の

標準報酬月額の記録が、２年 11 月から４年８月までについては、53 万円

から９万 8,000 円に遡って減額されたことがオンライン記録により確認で

き、事業主及び申立人以外の取締役４人についても、申立人と同様の処理

がなされている。 

   しかし、申立人は、当該事業所の閉鎖登記簿謄本により、申立期間当時、

取締役であったことが確認できる上、当該事業所の元事業主は、「申立人

は総務及び経理担当役員であり、申立人を信頼していたので社会保険関係

の事務については申立人の判断に任せていた。」と回答している。 

   また、当該事業所に係る平成４年度滞納処分票により、社会保険料を滞

納していることが確認でき、申立人は、「申立期間当時、当該事業所の資

金繰りは大変厳しく社会保険料を滞納していた。私はＢ（役職）だったの

で、社長の指示で、度々社会保険事務所（当時）に出向き、滞納保険料の

納付について社会保険事務所の職員と交渉していた。」と供述しているこ

とから、申立人は事業主から一定の権限を与えられており、同社の取締役

として、当該減額処理に関与していなかったとは考え難い。 

   これらの事情を総合的に判断すると、Ｂ（役職）であった申立人が、自

らを含む取締役の標準報酬月額の減額処理に職務上関与しながら、当該減

額処理が有効なものではないと主張することは、信義則上許されず、申立

期間について、厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めるこ

とはできない。 



 

千葉厚生年金 事案 4515（事案 2841 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 47 年頃から 49 年頃まで 

             ② 昭和 52 年から 55 年頃まで 

    私は、Ａ事業所のＢ（職種）として、昭和 47 年頃から 49 年頃までＣ

（場所）にあったＤ社に勤務した。その後に、52 年から 55 年頃までは

Ｅ区ＦにあったＧ社にＨ（職種）として勤務したが、それぞれの期間に

ついて厚生年金保険被保険者として認められないとする前回の審議結果

に納得できないので、再度審議してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①に係る申立てについては、ⅰ）オンライン記録において、申

立期間①当時、Ｉ区Ｊに所在したとする「Ｄ社」又は当該事業所に類似す

る名称の厚生年金保険の適用事業所は確認できない上、所在地を管轄する

法務局において商業登記の記録を確認することができないこと、ⅱ）申立

人は元同僚の氏名を記憶していないことから、同僚に聞き取り調査を行う

ことができず、申立人の勤務実態について証言を得ることができないこと、

申立期間②に係る申立てについては、ⅲ）オンライン記録において、申立

期間②当時、Ｅ区Ｆに所在する「Ｇ社」又は、当該事業所に類似する名称

の厚生年金保険の適用事業所は確認することはできないこと、ⅳ）Ｇ社の

承継会社であるＫ社の事業主に照会を行ったが、回答は得られず、申立人

の勤務実態及び厚生年金保険の適用状況について確認することができない

こと、ⅴ）申立人が氏名を記憶している元同僚２名は既に死亡しているた

め、同僚に聞き取り調査を行うことができず、申立人の勤務実態について

確認することができないことなどを理由として、既に当委員会の決定に基

づき平成 22 年 12 月８日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が



 

行われている。 

今回、申立人は、前回の審議結果に納得できないとして再申立てを行っ

ているが、申立人からは新たな資料や情報は提出されていない。 

また、申立期間②については、申立人が氏名を挙げた元同僚、Ｇ社の元

事業主の厚生年金保険の加入記録の有無について、再度、オンラインシス

テムによる氏名検索を行ったが、いずれもＧ社に係る厚生年金保険の被保

険者記録は確認できない上、そのほかに当委員会の当初の決定を変更すべ

き新たな事情は見当たらないことから、申立人が厚生年金保険被保険者と

して、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたと認めることはできない。 



 

千葉厚生年金 事案 4516 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 51 年頃から 54 年頃まで 

    私は、昭和 51 年頃にＡ社に入社し、54 年頃まで勤務しており、厚生

年金保険に加入していた。その期間の厚生年金保険の加入記録が無いこ

とは納得できないので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、「昭和 51 年頃にＡ社に入社し、54 年頃まで勤務しており、

厚生年金保険に加入していた。」と主張している。 

   しかし、申立人は、元同僚の氏名を記憶していないことから、当該事業

所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、申立期間当時、厚生

年金保険の被保険者であった６人に対し申立人の勤務実態等について照会

したが、申立人がＡ社に勤務していたことは推認できるものの、勤務期間

について具体的な供述は得られず、申立人の勤務実態及び厚生年金保険の

適用状況について確認することができない。 

   また、当該事業所は既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、

申立期間当時の事業主は死亡していることから、申立人の申立期間におけ

る勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

   さらに、申立人の当該事業所における雇用保険の加入記録は確認できな

い上、上記被保険者名簿において申立人の氏名は無く、健康保険の整理番

号に欠番は無い。 

   加えて、申立人の申立期間における保険料の控除について確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

千葉厚生年金 事案 4517 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16 年９月１日から 18 年４月１日まで 

    私の夫がＡ社に勤務していた申立期間の標準報酬月額が実際にもらっ

ていた給与より低くなっているので、調査して訂正してほしい。 

   （注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の妻は、平成 16 年４月から 18 年３月までの給与賞与明細書を提

出し、申立期間に係る標準報酬月額の記録が実際に控除されていた厚生年

金保険料に相当する標準報酬月額と相違していると申し立てているところ、

Ａ社は、保険料の控除は翌月であると回答しており、申立期間のうち、16

年９月１日から 17 年８月１日までの期間については、16 年 10 月から 17

年８月までの給与賞与明細書によると、保険料控除額に見合う標準報酬月

額は、オンライン記録の標準報酬月額より高いことが確認できる。 

   しかし、平成 17 年９月の給与賞与明細書によると、同年８月の保険料

は控除されておらず、還付されたことを表す記載が確認でき、このことに

ついて、当該事業所は、「申立人が単身赴任していたことにより、帰省し

た場合の旅費について、月２回までは実費支払を行っていたが、その旅費

については、本来、標準報酬月額を決定するときに算入してはいけなかっ

たものであり、そのことが判明した時点で遡って正しい標準報酬月額に訂

正の届出を行い、本来控除すべき額よりも多く控除した額は、同年９月の

給与により申立人に還付している。」と回答している上、申立人への還付

額を検証したところ、訂正される前の標準報酬月額に基づく保険料として



 

控除された額から、訂正後の標準報酬月額に基づく保険料として控除すべ

き額との差額は当該還付額と一致することが確認できる。 

   また、申立期間のうち、平成 17 年９月１日から 18 年３月１日までの期

間については、17 年 10 月から 18 年３月までの給与賞与明細書によると、

保険料控除額に見合う標準報酬月額とオンライン記録の標準報酬月額は一

致している上、申立期間のうち、同年３月については、16 年９月から 18

年３月までの給与賞与明細書と当該事業所の保管する当該期間に係る賃金

台帳に齟齬
そ ご

は無く、その賃金台帳から判断すると、保険料控除額に見合う

標準報酬月額は、オンライン記録の標準報酬月額と一致することが確認で

きる。 

   このほか、申立期間において、申立人が主張する標準報酬月額に基づく

保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

千葉厚生年金 事案 4518 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額及び標準賞与

額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与及び賞与から控除されてい

たと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 42 年 10 月２日から平成 19 年４月１日まで 

             ② 平成 15 年６月 30 日 

             ③ 平成 15 年 12 月 12 日 

             ④ 平成 16 年６月 30 日 

             ⑤ 平成 16 年 12 月 10 日 

             ⑥ 平成 17 年６月 30 日 

             ⑦ 平成 17 年 12 月 12 日 

             ⑧ 平成 18 年６月 30 日 

             ⑨ 平成 18 年 12 月 11 日 

    私は、Ａ社（その後、Ｂ社に吸収合併）及びＢ社に勤務した期間にお

ける標準報酬月額及び標準賞与額が実際の給与額及び賞与額と比べて低

額なので今のままでは納得できない。調査して標準報酬月額及び標準賞

与額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の標準報酬月額及び標準賞与額の相違について申し

立てているところ、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に

関する法律（以下「特例法」という。）に基づき、標準報酬月額及び標準

賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われ

るのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額並びに

申立人の報酬月額及び賞与額のそれぞれに基づく標準報酬月額及び標準賞

与額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額及び標準賞与額のい

ずれか低い方の額を認定することとなる。 



 

   したがって、標準報酬月額については、申立期間のうち、平成３年１月

１日から同年３月１日までの期間、同年４月１日から４年６月１日までの

期間及び同年７月１日から 19 年４月１日までの期間並びに標準賞与額に

ついては、申立期間のうち、15 年６月 30 日、同年 12 月 12 日、16 年６月

30 日、同年 12 月 10 日、17 年６月 30 日、同年 12 月 12 日、18 年６月 30

日及び同年 12 月 11 日は、申立人から提出された給与明細書及び賞与明細

書により確認できる保険料控除額に基づく標準報酬月額及び標準賞与額は、

オンライン記録の標準報酬月額及び標準賞与額と一致していることが確認

できることから、特例法による保険給付の対象に当たらないため、あっせ

んは行わない。 

   また、申立期間のうち、昭和 42 年 10 月２日から平成３年１月１日まで

の期間、同年３月１日から同年４月１日までの期間及び４年６月１日から

同年７月１日までの期間に係る標準報酬月額については、申立人は給与明

細書を所持していない上、Ｂ社は、11 年以前の賃金台帳等の関係資料は

保存されていない旨回答しており、当該期間に係る報酬月額及び保険料控

除額を確認することができない。 

   さらに、Ｂ社が加入しているＣ健康保険組合から提出された申立期間に

係る標準報酬月額及び標準賞与額の記録は、オンライン記録と一致してい

ることが確認できる上、オンライン記録において、申立人の申立期間に係

る標準報酬月額及び標準賞与額の遡及訂正等の不自然な記録訂正が行われ

た形跡は見当たらない。 

   このほか、申立期間において、申立人が主張する標準報酬月額及び標準

賞与額に基づく保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は

見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が申立期間について、その主張する標準報酬月額及び標準賞与額に

基づく厚生年金保険料を事業主により給与及び賞与から控除されていたと

認めることはできない。 


